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令和４年度「多文化共生教育実践 EXPO」について

１ 日時   令和５年 2月 3日（金） １５時３０分～１７時００分（受付 15時 00分～） 

２ 会場   鈴鹿市庁舎 １２階 １２０３大会議室  

３ 目的 

○鈴鹿市の多文化共生教育についての現状や課題を，実践交流を通して明らかにす

る。

○各学校における多文化共生教育の取組等を交流し，今後の教育実践の充実を図る。

４ 参加者 

多文化共生教育担当者，日本語教育担当者，外国人教育指導助手，日本語指導講師， 

希望する教員など 各校１名以上 

５ 実践発表校  

・河曲小学校 ・井田川小学校 ・創徳中学校

６ 日程 

１５：３０～１５：３５  あいさつ 

１５：３５～１６：４５ 多文化共生教育実践発表（３校） 

・各校発表 ２０分×３校

・質疑応答 １０分

１６：４５～１６：５５ 講評 

１６：５５～１７：００ アンケート記入 

７ 提出物及び提出締切日  

・当日配布資料「学校紹介・多文化共生の取り組み」（40校）（別紙１）

・参加者報告（別紙２）

※いずれも１月 20日（金）〆切

８ その他 

・新型コロナ感染症の感染状況によっては，開催方法が変更になることもあります。

1 月校長会資料 
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「じんけんフェスタ inすずか」について 

人権尊重都市宣言に基づいた明るく住みよい社会の実現をめざして，総合的な啓発イベ

ント「じんけんフェスタ inすずか」を開催します。

開催に際しては，新型コロナウイルス感染症拡大の防止策を徹底し，小中学生による人権

作文朗読や公演会については，座席指定券を配布し，実施します。 

１ 期 日  令和５年 1月１４日（土）１５日（日）１０：００～１６：３０ 

※１５日（日）は１６：００まで

２ 会 場  イスのサンケイホール鈴鹿  

３ 主 催  鈴鹿市，鈴鹿市教育委員会 

１月１４日（土） 会場／イスのサンケイホール鈴鹿   座席指定券が必要 

≪小中学生による人権作文朗読≫14:00～14:20 (開場 13:00) 

≪公演会≫ 14:30～16:30 

演題：「新ちゃんのお笑い人権高座とゆかいな仲間たち」 

１月１４日（土）１５日（日）会場／イスのサンケイホール鈴鹿ロビー（観覧自由） 

≪小中学生の人権ポスター代表作品の展示 等≫ 10:00～16:00 

１月１４日（土）～１５日（日）の期間中，小中学生人権ポスター代表作品や人権啓発パ

ネル等を展示します。

人権作文朗読予定者  
「日本の学校（ESCUELA JAPONESA)」 桜島小学校 ３年生 クエト エイミ さん 
「友達の大切さ」                     椿小学校   ６年生 坂口 蒼茉 さん 
「障がいは，はねとばせる」              天栄中学校 ２年生 矢橋 陸空 さん 

1 月校長会資料 
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３ 
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生徒指導提要について 

文部科学省から 12 月６日，生徒指導に関する教員用手引書である「生徒指導提要」

の改訂版が公表されました。 

平成 22 年に作成された生徒指導提要は作成から 10 年以上が経過し，子どもたちを

取り巻く環境の変化やいじめや不登校などの個別事項を取り巻く状況が大きく変化し

たため，これまでの取組の方向性等を再整理する形で改訂されました。 

つきましては，教職員への周知及びご対応をよろしくお願いします。 

１ 各校で今年度対応をお願いしたいこと 

（１） 教職員への周知

・ 各校生徒指導主事への研修を担当者会（小学校：2/13(月)，中学校：

2/7(火)）で実施する予定 

・ 生徒指導主事を中心に教職員への研修を各校で実施していただく

予定 

（２） 校則（生活のきまり）の運用・見直し【生徒指導提要 P101～103】

教職員と共通理解のもと，次年度に向けての準備をお願いしたい。

・ 全職員で校則等を設けた背景や理由を理解する。

・ 意義を適切に説明できない校則等については検証，見直しをする。

・ 校則等の見直しを検討する際に，児童生徒や保護者等の意見を聴取する

機会等を設ける。

・ 児童生徒や保護者との共通理解を図るため，校則等を学校ホームページ

に掲載する。（公開する校則等と学校における内規の区別をつける。）

・ 見直し，改正の手続き方法やその過程を整理し，計画的に行う。

２ その他 

○ デジタルテキストとして公開されています。

目次の表題の一部をクリックすると各ページに飛ぶようになっています。

文科省のホームページ上から閲覧できます。 

なお，鈴鹿市教育委員会事務局特設サイトからも文科省のホームページ 

にリンクするようになっています。ご活用ください。 

1 月校長会資料 
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自転車乗車時のヘルメット着用義務化について 

１ 自転車乗車時のヘルメット着用義務化について 

 道路交通法が令和 4年 4月 27日に改正され，令和５年４月 26日までに施行とな 
ります。 
改正により，以下の点，教職員への周知をお願いします。 

全ての自転車利用者はヘルメットの着用が努力義務 

児童生徒のみならず，教職員もヘルメット着用 

＜出典＞ 横浜市ホームページより 

２ 児童生徒への安全指導について 

  各校から交通事故の一報をいただく中で，児童生徒が交通事故（自転車が加害の 
場合も含む）にあった場合，運転者から「大丈夫？」と聞かれ，とっさに「大丈夫」 

と答え，そのまま運転者が警察を呼ばずに立ち去ってしまうケースが頻発していま 
す。 
次の点，児童生徒に指導をお願いします。 

○ 痛いところを運転者に伝える。

○ その場で保護者を呼んでもらう。または，学校に連絡を入れてもらう。

○ 車の特徴や色，ナンバーを覚える。

○ （相手の人に）「連絡先を教えてください（書いてください）。」と言う。

1 月校長会資料 
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鈴教学 第 2091号 

令和４年 12月６日 

（宛先）各小中学校長 

鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

教職員の綱紀粛正及び服務規律の確保について（通知） 

教職員の服務規律の確保等について，別添（写）のとおり三重県教育委員会

教育長から通知がありましたので，教職員に周知し，一層の注意が払われるよ

う指導をお願いします。 

記 

○ 別添文書

・教職員の綱紀粛正及び服務規律の確保について（通知）（写）

【事務担当：学校教育課 教職員 G Tel 382-7618】 

校長会資料 
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  教委第２０－３４３号 

令和４年１２月１日 

各市町等教育委員会教育長 様 

各 県 立 学 校 長 様 

三重県教育委員会教育長  

教職員の綱紀粛正及び服務規律の確保について（通知） 

 このことについては、学校教育に対する県民の関心がますます高まるなか、かねてから

注意を喚起し、貴職におかれても格段の配慮をいただいているところです。 

県教育委員会は、令和３年３月１１日に、「不祥事根絶に向けた対応策について」を発

出し、学校とともに不祥事の根絶と信頼回復に全力で取り組んできました。 

 しかしながら、本年度、酒気帯び運転や部活動指導における体罰による懲戒処分事案が

発生するなど、県民の教育に対する信頼を損なう事案が生じています。 

教職員一人ひとりは、不祥事を自分事として捉え、常に自己の使命と職責の重大さを認

識し、自らを厳しく律し、教育に対する県民の信頼の確保に努める必要があります。年末・

年始を迎えるにあたり、下記事項について全教職員へ周知していただき、教職員の綱紀粛

正及び服務規律の確保に、改めて格段の注意を払われるようお願いします。 

あわせて、「教職員向けコンプライアンス・ハンドブック『不祥事根絶に向けて』」及

び「管理職向けマニュアル『不祥事根絶に向けて』」を活用するとともに、今年度作成し

た事例をはじめとする種別ごとの事例シートを用いて、不祥事発生に係る原因や背景及び

対応策を考える機会を設定するなど、不祥事根絶に向け、校長のリーダーシップのもと、

主体的に取組を進めてください。 

各市町等教育委員会にあっては、これらのことを所管の校長に周知し、その趣旨の徹底

と適切な指導を図られるようお願いします。 

記 

１ わいせつ行為等の根絶について 

児童生徒の成長に直接関わる教職員による盗撮等を含むわいせつ行為、セクシュア

ル・ハラスメント等はあってはならないことである。令和２年９月に「懲戒処分の指針」

を一部改正し、「児童生徒に対し、わいせつ行為をした教職員等は、免職とする。」と

しており、程度にかかわらず断じて許されるものではないことを教職員一人ひとりが再

認識するよう、所属職員へ周知徹底すること。

公立中学校、県立学校において実施する「わいせつ行為、セクシュアル・ハラスメン

トに関するアンケート調査」で生徒から回答があった学校においては、その内容を踏ま

え、生徒との関わり方、生徒に対する言動を見つめ直す機会を設定するなど、わいせつ

行為等の根絶に万全を期すこと。

わいせつ行為等は、児童生徒と職務に関係のない私的なＳＮＳ等によるやりとりをき

っかけとし発生する場合があることから、教職員一人ひとりに対し、適切な取扱いにつ

いて徹底すること。また、他の教職員の目が行き届きにくい空間や自家用車内で児童生

徒と１対１で対応している状況をきっかけとして発生する場合もあることから、密室に

写 校長会資料 
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おける個別対応を避けるとともに、やむを得ない事情により校長の承認を事前に得た場

合を除いては、児童生徒の輸送のために自家用車を使用しないことを徹底すること。 

なお、県教育委員会においては、「懲戒処分の指針」に則り、わいせつ事案には、厳

格な処分を講じていくこととする。 

２ 飲酒運転の根絶と交通事故の防止について 

交通事故の防止については、県全体で取り組んでいるところであり、１２月１日から

１０日までは年末の交通安全県民運動期間とされている。また、平成２５年７月１日か

ら「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす条例」が施行されているところである。 

本年度の酒気帯び運転は、「みつからなければ済んでいくのではないか」という誤っ

た認識のもと引き起こしている。これから年末・年始の時期に向けて、飲酒の機会があ

る場合においても、飲酒運転の危険性、反社会性を一層認識し、飲酒後は絶対に運転し

ないことや飲酒の機会があるときは車で出かけないなど、一人ひとりが飲酒運転０（ゼ

ロ）をめざす決意を新たにし、飲酒運転の根絶を図ること。

また、横断歩道手前の減速・停止、横断歩道における歩行者優先を徹底するなど、児

童生徒に対して範を示すべき立場にある教職員が交通法令を遵守するのはもちろんのこ

と、交通安全県民運動のスローガン「やさしさが 安全つなぐ 三重の道 ～歩行者の

ハンドサインは 赤信号～」を踏まえ、自らが事故を起こすことのないよう十分注意し、

交通事故の防止に取り組むこと。

３ 体罰等の禁止について 

体罰は、学校教育法において禁止される非違行為のみならず、児童生徒の心身に深刻

な悪影響を与え、力による解決の志向を助長し、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐

れがあり、いかなる場合でも決して許されないものである。 

各学校においては、決して「この程度なら指導の一環である」というような誤った認

識のもとで指導を行うことがないよう、コンプライアンス研修等を通じて、体罰の定義

と具体的にいかなる行為が体罰に当たるかなどを確認したうえで、体罰や体罰につなが

りかねない不適切な指導を見過ごしていないかを常に検証し、体罰を未然に防止する組

織的な取組、徹底した実態把握、体罰が起きた場合の早期対応及び再発防止策など、引

き続き、体罰防止に関する取組を進めること。 

教職員は、アンガーマネジメント研修の受講等、自らの資質向上に努めるとともに、

学齢、障がい、家庭環境等、児童生徒の状況や言動の裏側にある背景を踏まえたうえで、

常に愛情と責任を持って指導にあたり、児童生徒が自信を喪失したり、屈辱を感じたり

するような言動は厳に慎み、児童生徒の人権に十分配慮した教育活動を推進すること。 

４ 個人情報及び公文書等の管理の徹底について 

各学校においては、児童生徒の個人情報を含む書類・電子データなど、外部に流出し

てはならない公文書等は施錠できる場所に保管し厳重に管理するとともに、校舎外へ持

ち出さないよう徹底すること。特に、やむを得ず校舎外に持ち出す必要がある場合には、

校長の許可を得るとともに、ファイルへのパスワード設定等、可能な限りの保護対策を

施したうえで、自動車内等、盗難の恐れのある場所や他人の目に触れる場所には絶対に

放置しないよう取扱いには細心の注意を払うこと。また、試験結果や成績等、重要な個

人情報については電子メールで送信してはいけないこと、校外に持ち出す際には書面に

よる校長の許可が必要であることを徹底すること。 
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  各学校における具体的な管理方法やルールは、全教職員に周知し、確実に実施できる

よう徹底すること。 

５ 勤務時間の適正管理及び休暇の適切な運用について 

公務員には職務専念義務があり、長期休業中においても異なる取扱いを受けるもので

はないため、長期休業中の勤務日における勤務態様について、県民の批判を受けること

のないよう十分留意すること。特に、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う在宅勤務

が認められているところであるが、授業等、学校運営に必要な業務が遂行できる体制を

維持したうえで、適切に運用すること。 

また、病気休暇の承認にあたっては、通院・治療証明書等の原本を確認し、当該職員

の病状等を十分に把握すること。特別休暇においても、当該職員にその事由をできる限

り具体的に記入させ、必要に応じて証明書類の提出を求めるなどしたうえで承認するこ

と。 

６ 部活動等の指導における安全確保について 

冬季は予想外の強風や突風の発生が考えられることや、持久走・長距離走を実施する

機会が増えることから、部活動及び体育の授業や特別活動での体育的行事における安全

確保と事故防止に十分注意を払うこと。 

また、指導にあたっては、児童生徒の健康・安全管理に十分留意し、児童生徒の心身

の状況に即した指導を計画的に実施し、特に校外で活動する際は、交通事故防止も含め、

安全確保に十分注意すること。また、運動場・体育館等が安全に配慮して使用されてい

るか、施設・設備、用具・器具が整備されているかにも留意すること。 

新型コロナウイルス感染症については、感染状況を注視しつつ、児童生徒の安全・安

心確保のために、引き続き基本的な感染対策を徹底しつつ、「マスク着用に関するリー

フレット（厚生労働省）」等も活用して、マスクが必要ない場面では、マスクを外すこ

との指導や説明をするなど適切な措置を講ずること。

７ あらゆるハラスメントの防止について 

県教育委員会では、「三重県教育ビジョン」において、セクシュアル・ハラスメント、

パワー・ハラスメント等のない職場づくりを進めることとしており、令和２年９月に策

定した「ハラスメントの防止等に関する基本方針」に基づき、すべての教職員等が個人

として尊重され、お互いに信頼し合って働ける職場環境を確立するとともに、児童生徒・

保護者が教職員等を信頼し、伸び伸びと楽しく学べる教育環境の充実を図っているとこ

ろである。 

ハラスメントは、職員の勤労意欲を減退させ、その能力の適切な発揮を妨げる要因と

なるとともに、職員間のコミュニケーションが滞るなど、仕事を進めるにあたっての重

大な支障となり得るものである。職場からハラスメントに関する問題の行為者や被害者

を出さないよう、職員一人ひとりが、ハラスメントについて正しく理解したうえで、お

互いの人格を尊重し、普段からコミュニケーションを大切にするとともに、管理職は職

員の状況を把握し、風通しのよい職場づくりに努めること。 

８ 営利企業等への従事制限、兼職及び事業等への従事等について 

公務員には営利企業等への従事制限が法で定められており、不動産の賃貸、太陽光電

気の販売を含め、兼職及び事業等への従事には、任命権者（県費負担教職員の場合は各
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市町等教育委員会）へ届け出て許可を受ける必要があることを周知し、教職員の管理監

督に努め、県民の批判を受けることのないよう十分留意すること。 

なお、短時間勤務の会計年度任用職員は、営利企業への従事等の制限から除外されて

いるところであるが、従事する場合は、あらかじめ校長に届け出る必要がある。 

９ 会食、遊戯等について 

民間業者、保護者、国や他の地方公共団体職員及びその他の教育関係者等、職務上利

害関係のある者との会食や遊戯、贈答品の授受等、県民の疑惑を招く恐れのある行為は

厳に慎み、常に公私の区別を明確にし、県民の不信を招くことのないようにすること。 

１０ 公金等の適切な管理について 

  学校徴収金や各種委託金をはじめ、教職員が様々な場面で現金を扱う場合があるが、

各学校においては、できる限り現金を直接扱わない方策を講じること。また、現金を直

接扱わざるを得ない場合にあっては、遅滞なく金融機関に入金するなど、手元での保管

期間を極力短くし、紛失や盗難被害の防止に努めること。 

  また、通帳・印鑑の管理、出入金手続き、及び収支に係るチェック体制を整え、単独

で出入金を行えないようにするなど、公金等の一層の厳正な管理に努めること。 

１１ 教職員の服務規律の確保 

  挨拶や保護者対応等の基本的なマナー、教職員の勤務時間中の行動（喫煙、私用電話

等）、交通ルールの遵守など教職員の服務規律について、依然として県民からの意見や

指摘がある。 

  一人の教職員の行動が、教職員全体の信用を著しく損なうことになる場合があること

から、教職員一人ひとりが自覚を持ち、法令や社会規範、ルール、マナーを遵守すると

ともに、公正・誠実に職務を遂行し、説明責任を果たすことによって、県民の信頼に応

えていくこと。 

教職員課 県立学校人事班 電話059-224-2956 小中学校人事班 電話059-224-2958 
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教職員の交通事故・違反防止について 

◆ 令和４年４月１日～令和４年１１月３０日の状況

◆ 状況・傾向

令和４年度１１月３０日現在の交通事故発生件数は６５件で，内４０

件が加害事故となっており，昨年度と比較すると発生件数は１９件増加

しております。１１月は，事故発生件数８件中６件が加害事故（双方を

含む）となっており，駐車場や交差点における十分な安全確認や周囲の

車両の動きへの細心の注意により，防ぐことができた事故であると考え

られます。１月は，寒さが厳しくなり積雪が予測されますスタッドレス

タイヤなど十分な装備での走行を心がけ，いつもより心と時間にゆとり

を持って運転するよう注意喚起をお願いします。 

また，接触事故が起きたにもかかわらず相手がそのまま走り去る事故

も発生しております。ドライブレコーダーの有効性についてもご説明い

ただき，搭載の検討を促していただきますよう，お願いいたします。 

校長会資料 

６５件（前年度比 ＋19件） １１月３０日現在

加害 40件（双方含む） 人身 ３件 

出退勤途上 27件 交差点 30件 
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（事例１）Ｔ字交差点において，左折のため一時停止し，安全確認をした際

右側からきた自転車の動きから左折すると判断し発進したが，自

転車が直進したため接触した。 

→ 自転車の動きに最後まで注視し，自転車の動きを確実に把握して

から発進する必要があったと考えられる。

（事例２）店舗駐車場において，空いているスペースに前進して駐車しよう

としたところ，急に後退し始めた右隣の車両と接触した。 

→ 空きスペースに駐車する際，周囲に駐車している車両の運転席の様

子を把握し，相手が自分に気づいていないことも含め，周囲の車両

が不意に動き出す可能性を意識しておく必要があったと考えられる。

また，バックランプ，ブレーキランプの点灯には，特に注意する必要

がある。

自転車

職員車両

停
止
線

店舗 

店舗駐車場入口 

職員車両

相手方車両
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鈴教学 第 2090号 

令和４年 12月 6日 

（宛先）各小中学校長  

鈴鹿市教育委員会事務局  

学校教育課長  

令和４年度末教職員退職者関係書類の提出について（依頼）  

このことについて，三重県教育委員会事務局市町教育支援・人事監から依頼が

ありましたので，下記により提出いただくようお願いします。  

記  

1 提出書類  

令和４年度末教職員退職者名簿（様式D） … ２回とも提出  

※該当者がいない場合も２回とも提出願います。

2 提出期日  

第１回 令和４年12月20日（火）17:00（電子ファイルで提出） 

第２回 令和５年１月19日（木）17:00（電子ファイルで提出，変更のない場合も提出） 

3 提出先  

鈴鹿市教育委員会事務局 学校教育課   教職員G まで  

4 その他  

・名前は，戸籍に記載されている正確な字を使用すること。

・勤務年数は，人事記録カード等により正確にカウントすること。

・様式Dで2回目以降に変更のある場合は追加・変更箇所に網掛けしてください。 

・様式Dの中に含まれる【早期】は，令和４年12月６日付鈴教学第2089号で送

付した「令和４年度公立学校職員の定年前早期退職者募集実施要項」による

退職を指します。

・令和４年度再任用教諭（フル・短時間）の方も報告対象になります。

【事務担当：学校教育課  教職員G Tel 382-7618】  

校長会資料 
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（様式Ｄ） 校長会資料 （　　月　　日） 　　現在

教育委員会

職員
番号

番
号

地域
名

小中
別

職種 勤務箇所 名前 性別
年齢

(R5.3.31
現在)

勤務年
数

定年
早期
普通
の別

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

※早期退職で3.31より前に退職

1

2

（注）

３．一部の者については、感謝状の資料となるので、名前は特に正確に記すこと。

    ただし、　東京都は割愛退職ではなく、普通退職扱いとなる為、様式E-1の県外等欄には計上しない。
５．再任用予定者は、備考欄に「再任用予定」と記入すること。

６．本年度再任用者は最後に記入し備考欄に「再任用から退職」と記入する。

７．勤務年数は退職手当条例によること。

８．備考欄には、名前欄の名前の字体が異なるものについて、正しい字体を記入する。

正しい字体の報告は、早期退職締め切り日の報告時に合わせて行う。

令和４年度末教職員退職者名簿
（ ）

１．小学校全職種に続けて中学校全職種を記入すること。

２．職種は、校長・教頭・主幹教諭・指導教諭・教諭・養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員・
   事務職員の順に並べること。

４．割愛退職者については、備考欄にその旨を記入のこと。
※ここでの割愛退職者は「他府県」「他市町」「県立」への採用者をいう。

18



（様式Ｄ） （　　月　　日） 　　現在

教育委員会

職員
番号

番
号

地域
名

小中
別

職種 勤務箇所 名前 性別
年齢

(R5.3.31
現在)

勤務年数

定年
早期
普通
の別

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

※早期退職で3.31より前に退職

1

2

（注）

３．一部の者については、感謝状の資料となるので、名前は特に正確に記すこと。

     ただし、　東京都は割愛退職ではなく、普通退職扱いとなる為、様式E-1の県外等欄には計上しない。
５．再任用予定者は、備考欄に「再任用予定」と記入すること。

６．本年度再任用者は最後に記入し備考欄に「再任用から退職」と記入する。

７．勤務年数は退職手当条例によること。

８．備考欄には、名前欄の名前の字体が異なるものについて、正しい字体を記入する。

正しい字体の報告は、早期退職締め切り日の報告時に合わせて行う。

令和４年度末教職員退職者名簿
（ ）

１．小学校全職種に続けて中学校全職種を記入すること。

２．職種は、校長・教頭・主幹教諭・指導教諭・教諭・養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員・
   事務職員の順に並べること。

４．割愛退職者については、備考欄にその旨を記入のこと。
※ここでの割愛退職者は「他府県」「他市町」「県立」への採用者をいう。

小学校は　小
中学校は　中
　　と記入

校長
教頭
主幹
指導
教諭
養教
栄教
学栄
事務
　と記入

○○小　△△中のように記入
「学校」は不要 姓と名の間は１字あける。

男女の別を記入

Ｒ４より、年数のみとする。
端数は切捨て。
再任用は全て１年。

定年
早期
普通
　と記入
☆再任用は全て普通

割愛退職者は、
○○県へ
△△市へ
県立へ
　と記入

別枠で、3/31より前に
早期退職予定の者を記入。

校長会資料 

19



鈴教学 第 2089号 

令和４年 12月６日 

（宛先）各小中学校長  

鈴鹿市教育長 廣田 隆延  

令和４年度公立学校職員の定年前早期退職者募集実施要項等の  

送付について（依頼）  

このことについて，三重県教育委員会教育長から依頼がありましたので送付い

たします。  

ついては，貴職より該当職員に御周知いただき，定年前早期退職を希望される

方がいましたら，下記により御提出願います。  

記  

１ 提出書類  

・早期退職希望者の募集に係る応募申請書  … １部  

２ 提出期日  

・令和５年１月19日（木）17：00 必着

３ 提出先  

・鈴鹿市教育委員会事務局  学校教育課  教職員G（奥山）

４ 送付文書  

・令和４年度公立学校職員の定年前早期退職者募集実施要項

・応募申請書

・令和４年度定年及び定年前早期退職の概要一覧表

・定年前早期退職者募集に係る手続き及び記入上の注意について

・定年前早期退職者募集に係る事務手続きについて

【事務担当：学校教育課  教職員G Tel 382-7618】  

校長会資料 
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令和４年度公立学校職員の定年前早期退職者募集実施要項 

 

                               三重県教育委員会

  

 この要項は、教職員組織の年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図ること

を目的として、早期退職者を募集（公立学校職員の退職手当に関する条例（昭和30年三

重県条例第11号。（以下「退職手当条例」という。））第８条の３第１項）することに

ついて必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 募集の対象 

  一般職に属する公立学校職員（以下「職員」という。）で、令和５年３月３１日現在

において勤続期間が２０年以上であって､年齢が４５歳以上の職員とする。ただし、次

のいずれかに該当する職員は応募することができない。 

・ 非常勤職員  

・ 臨時的任用職員  

・ 令和５年３月３１日までに定年に達する職員  

・ 令和４年１２月９日（募集開始日）において懲戒処分（ただし、故意又は重過失によ

らないで管理・監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ。）

を受けている者又は令和４年１２月９日から令和５年１月１７日まで（募集の期間

内）に懲戒処分を受けた者 

なお、勤続期間の計算については、退職手当条例第７条の規定によるものとする。 

 

２ 優遇措置 

  退職手当条例第４条に基づき退職手当基本額を算出する。ただし、勤続期間が２５

年以上の者には退職手当条例第５条を適用する。 

また、退職手当条例第５条の３に基づき早期退職の特例措置（定年前１年につき

３％加算（上限４５％）。ただし、定年前１年の者は２％）を適用する。 

 

３ 募集の期間  

令和４年１２月９日（金）午前９時から令和５年１月１７日（火）午後５時まで 

 

４ 退職すべき期日  

令和５年１月４日（水）から令和５年３月３１日（金）まで 

・ 認定後、上記期間内から退職すべき期日を定め、通知する。 

・ 認定後に生じた事情により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な運営 

の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、その旨及びその理由を明示 

し、職員本人の同意を得た上で、最小限必要な範囲内で当該期日を延期するこ 

とがある。 

 

 

 

 

校長会資料 
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５ 応募の手続  

（１）応募をしようとする職員は、「早期退職希望者の募集に係る応募申請書」（第１

号様式の２（第９条の３関係））（以下「応募申請書」という。）に必要事項を記

入の上、募集の期間内に所属長に提出する。 

（２）県立学校の所属長は、職員から提出された応募申請書を令和５年１月２４日

（火）午後５時までに県教育委員会へ提出する。 

（３）小中学校・義務教育学校の所属長は、応募申請書を、市町等教育委員会を経由

して令和５年１月２４日（火）午後５時までに県教育委員会へ提出する。  

（４）選定後、令和５年２月１６日（木）（予定）までに認定又は不認定の通知書を

交付する。なお、応募者が次のいずれかに該当する場合は、不認定となる。 

・ この募集実施要項に適合しない場合  

・ 応募後に、懲戒処分を受けた場合  

・ 懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場

合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する県民の信頼を確保す

る上で支障を生ずると認める場合  

・ 引き続き職務に従事することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な

人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合 

（５）応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「早期退職希望者の募集

に係る応募取下げ申請書」（第１号様式の３（第９条の３関係））を応募申請書と

同様の方法で提出する。 

 

６ その他 

  その他この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。 
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（教育委員会）

優　遇　措　置

退職
区分

給料表 職　種
　年　齢

（R5.3.31現在）
勤続期間 退職手当基本額の適用条項

勤続２５年以上 ５条

勤続１１年以上２５年未満 ４条

勤続１１年未満 ３条

勤続２０年以上２５年未満 ４条、
令和5年1月4日 令和4年12月9日

５条の３（定年前１年につき３％加算
ただし、定年前１年の者は２％加算）

勤続２５年以上 ５条、

５条の３（定年前１年につき３％加算
ただし、定年前１年の者は２％加算）

令和5年3月31日 令和5年1月17日

高教

中小教

行政

学栄

現業

高教

中小教

行政

学栄

現業

６０歳以上

全職員

早
期
退
職
（

応
募
職
員
）

　４５歳以上　　 　　５０歳未満　　 ～ ～

令和４年度　定年及び定年前早期退職の概要一覧表

全職員
定
年

令和5年3月31日（定
年に達した日から令
和5年3月30日までに
その者の非違による
ことなく退職した場
合は、定年と同様と
する）

応募期間

基 準

退職発令日

区　分

校長会資料
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定年前早期退職者募集に係る事務手続きについて（小中学校・義務教育学校用） 

令 和 ４ 年 １ ２ 月 1 日 

三重県教育委員会事務局 

教職員課 

令和４年度公立学校職員の定年前早期退職者募集 

○対象職員

４５歳以上かつ勤続年数２０年以上 

○募集期間（所属長（校長）受付け）

令和４年１２月９日（金）午前９時 ～ 令和５年１月１７日（火）午後５時 

○退職発令日

令和５年１月４日（水）～ 令和５年３月３１日（金） 

１ 認定までの流れ 

（１）職員

○応募申請書（以下「申請書」という。）の提出

・令和５年１月１７日までに所属長（校長）へ申請書を提出。（ただし、退職希望

日が令和５年３月３０日以前の場合は速やかに提出。）

・応募年月日は、所属長（校長）へ提出する日（予定日）を記入する。

・応募の取下げは、退職すべき期日までの期間であれば可能。

（２）所属長（校長）

○申請書の受理、市町等教育委員会へ送付

・定年前早期退職者募集に該当するか確認のうえ受理する。

  年齢：４５歳以上 

勤続年数２０年以上（事務職員に確認する。） 

・申請書の受理日を「受理年月日」の欄に記入する。

※実施要項において応募する職員は募集の期間内に申請書を所属長（校長）

に提出することとしており、令和５年１月１７日午後５時までに所属長（校

長）へ提出された申請書は有効となることから、所属長（校長）が受理年

月日を記入することとする。なお、受理番号については、三重県教育委員

会が記入することとする。

・退職希望日が、令和５年３月３０日以前の場合は、受理後速やかに市町等教育

委員会に連絡のうえ送付する。

・令和５年１月１７日（最終日）午後５時までに受理した申請書を速やかに市町

等教育委員会へ送付する（令和５年１月２０日には市町等教育委員会へ提出す

る）。

校長会資料 
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（３）市町等教育委員会

○申請書の受理、市町等教育支援・人事担当へ送付

・定年前早期退職募集に該当するか確認する。

・退職希望日が、令和５年３月３０日以前の場合は、受理後速やかに県教育委員

会（市町等教育支援・人事担当）に連絡のうえ送付する。

・各所属長（校長）から提出された申請書を取りまとめ、令和５年１月２４日

午後５時までに、県教育委員会（市町教育支援・人事担当）へ送付する。

※令和５年１月２４日午後５時までに県教育委員会（市町教育支援・人事担当）

必着とするが、令和５年１月１７日午後５時までに所属長（校長）が受理した

申請書は有効となることから、県教育委員会（市町教育支援・人事担当）への

申請書到着が遅れる可能性のある場合は必ず期日前に一報のうえ、申請書の到

着状況を確認する。

（４）県教育委員会

・申請書の受理

・認定・不認定を判断し、その結果を通知する。

・認定者には、認定通知書に辞職願の様式を添付して送付する。

２ 認定後の流れ 

県教育委員会 

（市町教育支援・人事担当） 

認定・不認定通知書（以下「通

知」という）の送付 

※認定の場合は、辞職願の様

式を添付

辞職願の受理 

退職発令の準備 

↓ ↑ 

市町等教育委員会 

通知等の受理・送付 辞職願の受理・送付 

↓ ↑ 

所属長（校長） 
通知等の受理・応募者へ手交 

※認定職員には辞職願の提

出を指示

辞職願の受理・送付 

↓ ↑ 

職員 
通知等の受理 

※令和５年２月１６日まで

に送付される予定

→ 
辞職願の提出 

（認定職員の場合） 

通知受理後速やかに提出 

３ その他 

 公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則に定めるその他の様式等については、

必要に応じて送付する。 
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時間外労働時間縮減の取組状況について

１ 時間外労働時間 （月平均時間） ＜目標値：1 人当たり 30 時間以下＞ 

5.6 

29.7 
33.2 31.7 

12.0 

27.4 29.2 26.1 

4.7 

18.0 

30.1 29.2 

5.1 

27.7 28.4 27.7 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

8月 9月 10月 11月

時間外労働時間 小中平均

R1 R2 R3 R4

1.1 

27.7 
30.9 30.1 

9.1 

25.7 27.7 24.9 

3.3 

19.8 

29.8 28.4 

3.9 

26.9 26.5 26.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

8月 9月 10月 11月

時間外労働時間 小学校平均

R1 R2 R3 R4

14.5 

33.5 
37.6 34.9 

17.7 

30.8 32.3 
28.6 

7.6 
14.4 

30.8 30.8 

8.6 

29.9 
34.1 

30.1 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

8月 9月 10月 11月

時間外労働時間 中学校平均

R1 R2 R3 R4
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２ 休暇取得日数（年平均日数） ＜目標値：1 人当たり 22 日＞ 

３ 時間外労働時間（月平均・延べ人数）

＜目標値：年 360 時間，月 45 時間を超える人数 0 人＞ 
〇４月～１１月における時間外労働時間合計が目標値を上回っている人数

小学校・・・４５人（６.１％）  中学校・・・４２人（１１.６％） 

9.3 

0.5 1.2 0.6 

7.1 

0.5 0.6 0.6 

9.2 

1.1 0.5 0.6 

10.4 

1.0 1.4 0.9 
0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

8月 9月 10月 11月

休暇取得日数 小中平均

R1 R2 R3 R4

10.3 

0.3 1.2 0.5 

7.5 

0.4 0.5 0.5 

10.1 

0.9 0.5 0.5 

11.1 

0.8 1.5 0.8 
0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

8月 9月 10月 11月

休暇取得日数 小学校平均

R1 R2 R3 R4

7.4 

0.8 1.0 0.8 

6.1 

0.8 0.7 0.9 

7.4 

1.4 0.7 0.8 

8.1 

1.6 1.2 1.1 

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

8月 9月 10月 11月

休暇取得日数 中学校平均

R1 R2 R3 R4
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